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永住許可に関するガイドライン（令和６年１１月１８日改訂） 

 

１ 法律上の要件 

（１）素行が善良であること 

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること 

（２）独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込

まれること。 

（３）その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 

ア 原則として引き続き１０年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格（在留

資格「技能実習」及び「特定技能１号」を除く。）又は居住資格をもって引き続き５年以上在留している

ことを要する。 

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務（納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納

付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務）を適正に履行していること。 

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税（納付）済みであったとしても、当初の納税（納付）期間内

に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。 

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第２に規定されている最

長の在留期間をもって在留していること。 

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、（１）及び（２）に適合することを

要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合

には、（２）に適合することを要しない。 

 

２ 原則１０年在留に関する特例 

（１）日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が３年以上継続し、かつ、引き

続き１年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は１年以上本邦に継続して在留していること 

（２）「定住者」の在留資格で５年以上継続して本邦に在留していること 

（３）難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後５年以上継続して本邦に在留してい

ること 

（４）外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、５年以上本邦に在

留していること 

 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。 

（５）地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第１６項に基づき認定された地域再生計画において明示

された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定

に基づき同法別表第１の５の表の下欄に掲げる活動を定める件（平成２年法務省告示第１３１号）第３６号又

は第３７号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、

３年以上継続して本邦に在留していること 

（６）出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令（以下「高度



専門職省令」という。） に規定するポイント計算を行った場合に７０点以上を有している者であって、次のい

ずれかに該当するもの 

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して３年以上継続して本邦に在留していること。 

イ 永住許可申請日から３年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合

に７０点以上の点数を有していたことが認められ、３年以上継続して７０点以上の点数を有し本邦に在留し

ていること。 

（７）高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に８０点以上を有している者であって、次のいず

れかに該当するもの 

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して１年以上継続して本邦に在留していること。 

イ 永住許可申請日から１年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合

に８０点以上の点数を有していたことが認められ、１年以上継続して８０点以上の点数を有し本邦に在留し

ていること。 

（８）特別高度人材の基準を定める省令（以下「特別高度人材省令」という。）に規定する基準に該当する者

であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 「特別高度人材」として１年以上継続して本邦に在留していること。 

イ １年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から１年前の時点を基準として特別高度人材

省令に規定する基準に該当することが認められること。 

  

（注１） 本ガイドラインについては、当面、在留期間「３年」を有する場合は、前記１(３)ウの「最長の在留

期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。 

 

（注２）前記２（６）アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果７０点以上の点数を有すると認めら

れて在留している者が該当し、前記２（７）アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果８０点以上の

点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記２（８）アの「特別高度人材」とは、特別高度人材

省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



永住許可制度の適正化 Q＆A 

 

現行の永住許可制度について 

Ｑ１「永住者」とはどのような在留資格ですか？帰化とはどのように異なるのですか？ 

「永住者」は、入管法上の在留資格の一つです。 

他の在留資格をもって在留する外国人には、行うことができる活動や在留期間に制限がありますが、永住者に

は、これらについての制限がありません。 

そのため、永住者は、他の在留資格をもって在留する外国人と異なり、在留期間の更新といった在留審査の手

続を受けることはなくなりますが、在留資格の取消制度や退去強制制度等の入管法に基づく在留管理の対象と

されています。 

なお、特別永住者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国の管理に関する特例法

に基づく地位であり、今回の改正の対象ではありません。 

そのため、特別永住者は、以下のＱ＆Ａについても、その対象とはなりません。 

他方で、帰化とは、外国人が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することをいいます。 

帰化した場合には、入管法に基づく在留管理の対象とはされなくなります。 

 

Ｑ２現行入管法上、永住許可を受けるためには、どのような要件が必要ですか？ 

永住許可を受けるためには、現行入管法上、原則として、 

(1)素行が善良であること 

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すること 

という要件を満たす必要があります。 

これらの要件の具体的な内容については、永住許可に関するガイドラインで明らかにしています。 

 

Ｑ３現行入管法上、「永住者」の在留資格が取り消されるのは、どのような場合ですか？ 

永住者は、在留期間の更新といった在留審査の手続を受けることはありませんが、在留カードの有効期間の更

新申請や住居地届出などの入管法上の義務を遵守しなければなりません。 

現行入管法上、新住居地の届出をしなかった場合や虚偽の住居地を届け出た場合、不正の手段等により永住許

可を受けた場合は、「永住者」の在留資格が取り消されることがあります。 

また、永住者であっても、１年を超える実刑に処せられた場合や薬物事犯により有罪の判決を受けた場合など

は、退去強制されることがあります。 

  

 

Ｑ４現行の永住許可制度には、どのような問題が生じているのですか？ 

共生社会の実現のためには、我が国に在留する外国人も、責任ある社会の構成員として、最低限必要なルール

を守る必要があります。 

この点、永住者については、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において、

永住許可を受けるためにまとめて公租公課の支払をするものの、永住許可後には、公租公課の支払をしないと



いった、永住許可制度の趣旨に反するような事例が起きています。 

このような状況を容認すれば、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長

するなどのおそれがあり、今般、在留状況が良好と評価できない永住者に対し、適切な在留管理を行うため、

永住許可制度の適正化を行うこととしたものです。 

 

Ｑ５いったん永住者となった以上、その後に永住者の要件を満たさなくなったとしても、「永住者」の在留資

格を認めておくべきではないのですか。 

現行入管法上、永住許可を受けるためには、その者の永住が日本国の利益に合することなどが要件とされてお

り、その具体的な内容としては、納税義務等の公的義務を適正に履行していることなどとされています。 

そして、「永住者」の在留資格に活動や在留期間の制限がないのは、永住許可を受けた者が、許可後も公的義

務を適正に履行していることなどの要件を満たし続けていることが想定されているためです。 

このような永住許可制度の趣旨からすれば、永住許可を受けた後に故意に公的義務を適正に履行していないな

ど、要件を満たさなくなった者に対して、引き続き活動や在留期間に制限がない「永住者」の在留資格を認め

続けることは相当ではないと考えています。 

 

Ｑ６公租公課の不払が問題なのであれば、日本人と同様に督促や差押えで対応すれば十分であり、在留資格の

取消しは永住者に対する過剰な措置ではないでしょうか？ 

永住者については、我が国で生活する上で最低限必要なルールを遵守することが見込まれる者として永住許可

を受けているところ、今般の措置は、公的義務を適正に履行せず、在留状況が良好とは評価できないような場

合に適切な在留管理を行うことを目的とするものであって、過剰な措置であるとは考えていません。 

 

永住許可要件の明確化について 

Ｑ７永住許可要件の明確化とは、どのようなものですか？新たな要件が加えられ、許可の要件が厳格になるの

でしょうか？ 

明確化とは、現行入管法に記載されている「その者の永住が日本国の利益に合する」との永住許可の要件につ

いて、現在「永住許可に関するガイドライン」に記載されている「公的義務を適正に履行していること」につ

いて、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に明記するものです。 

したがって、今回の改正は、新たな永住許可の要件を加えるものではなく、許可の要件を厳格化するものでも

ありません。 

 

在留資格の取消事由の追加 

Ｑ８改正後の入管法第２２条の４第１項第８号の「この法律に規定する義務を遵守せず」とは、具体的にどの

ような場合を想定していますか？うっかり、在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新

申請をしなかった場合にも、在留資格が取り消されるのですか？ 

「この法律に規定する義務を遵守せず」とは、入管法が規定する永住者が遵守すべき義務で、退去強制事由と

して規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく

履行しないことをいいます。 

永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部



の悪質な者を対象とするものであり、大多数の永住者を対象とするものではありません。 

そのため、例えば、うっかり、在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新申請をしなか

った場合に、在留資格を取り消すことは想定していません。 

 

Ｑ９改正後の入管法第２２条の４第１項第８号の「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、具体的にどの

ような場合を想定していますか？病気や失業などでやむを得ず支払ができない場合にも、在留資格が取り消さ

れるのですか？ 

「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことをいいます。 

そして、「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、

あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにも

かかわらず、公租公課の支払をしない場合などを想定しています。 

このような場合は、在留状況が良好とは評価できず、「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではない

と考えられます。 

他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような

場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。 

取消事由に該当するとしても、取消しなどするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応

状況など個別具体的な事情に応じて判断することとなります 

 

Ｑ１０例えば差押処分等により公租公課が充当されるなど、事後的に公租公課の不払状況が解消されれば、「故

意に公租公課の支払をしないこと」には当たらないのでしょうか？ 

永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に対し、法務大臣が適切な在留管理を行う

ことを目的とするものであって、滞納処分による差押え等により公租公課の徴収という目的が達成されたとし

ても、それにより、必ずしも在留資格の取消しなどの対象とならないというものではありません。 

しかし、仮に取消事由に該当したとしても、実際に取消しなどするかどうかについては、適切な在留管理を行

うという観点から判断するものであり、個別の事案における公租公課の未納額、未納期間のほか、支払に応じ

たか否かなどの関係機関の措置への永住者の対応状況等も踏まえて判断することになり、事後的に公租公課の

不払状況が解消されたかどうかについても考慮されます。 

 

Ｑ１１改正後の入管法第２２条の４第１項第９号に規定する刑罰法令違反とは、具体的にどのようなものが該

当するのでしょうか？ 

過失により交通事故を起こした場合、道路交通法違反で処罰された場合や罰金刑に処せられた場合も対象にな

るのでしょうか？ 

ここで規定する刑罰法令違反は、具体的には、刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により

人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の危険運転致死傷など、一定の重大な刑罰法令違反に限られており、

いずれも故意犯を対象としています。したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合

は、本号の対象とはなりません。 

また、道路交通法は、取消事由として規定された刑罰法令には含まれていませんから、道路交通法違反により

処罰された場合は、そもそも対象となりませんし、処罰の内容も拘禁刑に処せられたことが要件となっていま



すから、罰金刑に処せられた場合も、対象とはなりません。 

もっとも、永住者であっても、１年を超える実刑に処せられた場合は、罪名等にかかわらず、退去強制事由に

該当して退去強制される場合があります。 

 

職権による在留資格の変更 

Ｑ１２新設された取消事由に該当した場合、必ず在留資格が取り消されるのですか？ 

今回の改正では、取消事由に該当する場合であっても、直ちに在留資格を取り消して出国させるのではなく、

当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合（※）を除き、法務大臣が職権で永住者

以外の在留資格への変更を許可することとしています。 

在留資格を変更する場合に、具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活

動状況に鑑み、引き続き本邦に在留するに当たって最適な在留資格を付与することとなりますが、多くの場合、

「定住者」の在留資格を付与することとなると考えています。 

   （※）「当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合」とは、例えば、今後も公租

公課の支払をする意思がないことが明らかな場合や犯罪傾向が進んでいる場合を想定しています。 

 

Ｑ１３在留資格が変更された後、再度、永住許可を受けることはできますか？ 

今回の改正は、永住許可の申請手続を変更するものではないため、「定住者」などの在留資格に変更された場

合であっても、その後、公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受ける

ことが可能です。 

 

Ｑ１４「永住者」の在留資格が取り消された場合や「永住者」以外の在留資格へ変更された場合、その配偶者

や子といった家族の在留資格はどうなるのでしょうか？ 

在留資格の取消し又は変更の対象となるのは、在留資格取消事由に該当する者だけであり、当該対象者の家族

であることを理由として、在留資格の取消し又は「永住者」以外の在留資格への変更の対象となるわけではあ

りません。 

そのため、永住者の子の在留資格が「永住者」、「永住者の配偶者等」である場合、その在留資格に影響はあり

ません。 

また、配偶者の在留資格が「永住者」の場合もその在留資格に影響はありませんが、「永住者の配偶者等」の

場合は、「定住者」などの在留資格に変更していただくことになります。 

 

取消しの手続等 

Ｑ１５入管庁は、どのような手続を経て取り消すかどうかなどを判断するのですか？また、処分の内容に不服

がある場合はどうすればよいですか？ 

法務大臣は、取消事由の有無等の事実関係を正確に把握するために、入国審査官又は入国警備官に事実の調査

を行わせるほか、入国審査官に、対象となっている外国人からの意見の聴取を行わせることとなっています。 

 意見聴取においては、当該外国人又はその者の代理人は、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられてい

ます。 

 法務大臣は、これらの手続により得られた事実等を踏まえ、対象者が取消事由に該当するかどうか、該当す



るとして「永住者」の在留資格を取り消すか、「永住者」以外の在留資格に変更するかを慎重に判断すること

となります。 

 また、職権による在留資格の変更や「永住者」の在留資格の取消処分に不服がある場合は、取消訴訟等を提

起することが可能です。 

 

Ｑ１６どのような場合に入管庁へ通報されるのですか？例えば、市町村に住民税の支払の相談に行った場合に

も通報されるのですか？ 

改正後の入管法第６２条の２は、国又は地方公共団体の職員がその職務を遂行するに当たって在留資格取消事

由に該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとしていますが、その通

報は義務ではありません。 

そして、入管庁としては、国や地方公共団体の職員が通報するか否かを判断する際に参考となるよう、在留資

格を取り消すことが想定される事例等についてガイドラインを作成し、公表することを予定していますが、単

に公租公課を支払うために関係機関に相談に行ったような場合に通報を受けることは想定していません。 

また、公租公課の支払についてお困りの場合は関係行政機関に御相談いただくとともに、御自身の在留資格に

ついて御心配な点がある場合にはＦＲＥＳＣの窓口にも御相談していただけます。 

 

その他 

Ｑ１７長く日本で生活しており、在留資格が取り消されても、本国に帰る場所がありません。このような場合

でも、取消しの対象となるのでしょうか？ 

国会により追加された改正法の附則第２５条において、「新入管法第２２条の４第１項（第８号に係る部分に

限る。）の規定の適用に当たっては、永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点

から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国

人の置かれている状況に十分配慮するものとする」と規定された趣旨を踏まえ、取消しの対象となるかどうか

は、対象者の我が国への定着性や生活状況等にも十分配慮して判断することとし、慎重に運用します。 

 


